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平成３１年度版実施計画の概要 

 

 「平塚市総合計画～ひらつか NEXT～平成３１年度版実施計画」は、平塚市総合計画に位置付けた

施策の推進を図るため、平成３１年度～平成３３年度（３か年）に本市が実施する事業を定めたもの

です。 

 

 

（２）平成３０年度版実施計画の見直しについて 

 

  ア 平成３０年度版実施計画事業の見直し状況 

区  分 事業数 

平成３１年度版実施計画に継続する事業 １６６ 

平成３１年度版実施計画に継続しない事業 ３ 

 他の実施計画事業に統合するもの ０ 

事務事業
※ 

 とするもの ０ 

事務事業
※ 

 と統合するもの ０ 

終了となるもの ３ 

廃止するもの ０ 

合  計 １６９ 

 

イ 平成３１年度版実施計画に継続しない事業 

区 分 事業名 担当課 理  由 

終了となるもの 通級指導教室整備事業 
子ども教育相

談センター 

平成３０年度で整備が完了した

ため。 

終了となるもの 
崇善地区地域交流・市民 
活動拠点づくり推進事業 

中央公民館、 

協働推進課 

平成３０年度で整備が完了した

ため。 

終了となるもの 市民病院整備事業 改築推進室 
平成３０年度で整備が完了した

ため。 

 

ウ 新たに位置付けた事業 

分野別 

施策 
事 業 名 担当課 事業の概要 

１ 
中学校完全給食 

準備事業 
学校給食課 

中学校における完全給食の実現に向け、庁内

関係部局で検討を進めます。 

２ 
消防団第４分団 

整備事業 
消防総務課 

地域における災害活動拠点としての機能を

十分に発揮するため、消防団第４分団を建て

替え、耐震性を備えた庁舎に整備します。 

 

 

 

 

（１）基本的な考え方 

１ 

※事務事業 

実施計画に位置付けずに行う事業 
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（３）平成３１年度版実施計画の分野別施策ごとの事業数及び計画事業費について 

 

単位：千円 

分野別施策 事業数 会計区分 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 計 

１ ５３ 

一般会計 1,508,360 2,024,604 2,004,902 5,537,866 

特別会計 0 0 0 0 

計 1,508,360 2,024,604 2,004,902 5,537,866 

２ ５８ 

一般会計 7,642,259 8,143,745 7,245,554 23,031,558 

特別会計 1,653,009 2,010,247 1,769,347 5,432,603 

計 9,295,268 10,153,992 9,014,901 28,464,161 

３ ２４ 

一般会計 647,392 707,886 704,374 2,059,652 

特別会計 547,100 1,345,000 1,329,400 3,221,500 

計 1,194,492 2,052,886 2,033,774 5,281,152 

４ ３３ 

一般会計 3,708,377 5,073,832 6,438,013 15,220,222 

特別会計 1,058,604 1,636,720 1,254,230 3,949,554 

計 4,766,981 6,710,552 7,692,243 19,169,776 

合計 １６８ 

一般会計 13,506,388 15,950,067 16,392,843 45,849,298 

特別会計 3,258,713 4,991,967 4,352,977 12,603,657 

計 16,765,101 20,942,034 20,745,820 58,452,955 

 

（注１）平成３１年度計画事業費は、当初予算額を基本としています。 

（注２）平成３２年度、平成３３年度の計画事業費は、一部未定の事業もあるため参考値となります。 
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（４）財政見通しについて 

 

計画期間中の財政見通しは次のとおりです。財政見通しは、今後の経済動向や国による地方財政計

画、さらには経済政策により大きな影響を受ける場合があることから、当面の一定条件に基づいて試

算しています。 

 

・歳入 

歳入の根幹である市税については、社会経済情勢や地方税制改正などを考慮して算出しました。

また、投資的経費や扶助費等の財源となる国県支出金及び建設事業や財源対策のための市債につ

いては、計画期間中の事業費や扶助費の推移により推計するとともに、地方消費税交付金につい

ては、平成３２年度以降は消費税率引上げによる増加を見込みました。その他の歳入については、

過去の実績などを基に推計しました。 

 

・歳出 

実施計画事業費については、平成３１年度の積算単価などを考慮して算出しました。 

実施計画外事業費については、少子高齢化が引き続き進展することから、扶助費の増加などが

見込まれ、将来の状況をできる限り的確に見据えた中で推計しました。また、物件費などその他

の経費は、過去の推移や平成３１年１０月以降の消費税率引上げに伴う経費増等を見込んで推計

しました。 

 

❖財政収支の見通し（平成３１年度～平成３３年度） 

単位：百万円 

区     分 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

歳入 80,780 86,012 89,460 

 

自主財源 51,227 52,757 54,318 

 
市 税 43,656 43,159 43,517 

その他 7,571 9,598 10,801 

依存財源 29,553 33,255 35,142 

 

国県支出金 19,172 19,733 20,228 

市 債 4,101 7,572 8,564 

地方譲与税等 6,280 5,950 6,350 

歳出 80,780 86,012 89,460 

 

義務的経費 44,702 44,505 45,834 

実施計画事業費 13,506 15,950 16,393 

その他 22,572 25,557 27,233 

（注１）この推計は、平成３１年１月時点で推計したものです。 

（注２）財政収支の見通しは、一般会計の当初予算額を基準とした推計です。 

（注３）財政支出の見通しの金額は、財源対策を講じた後の推計値です。 

（注４）義務的経費は、人件費や扶助費、公債費の合計です。 

（注５）歳出のその他は、繰出金や積立金などの合計です。 

（注６）実施計画事業で未定のものは、除いています。   
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実施計画について 

 

（１）実施計画の位置付け・計画期間について 

 

平塚市総合計画は平塚市自治基本条例第１９条を策定根拠とし、同第８条に定めた「まちづくりの

指針」の実現に向けて取り組むものです。総合計画は『基本計画』－『実施計画』の２層の構成とし

ており、実施計画は基本計画に示した施策を具体化する事業を定めたものです。 

なお、社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化に迅速に対応するため、行政評価の結果を踏まえ

た見直しを毎年度行うこととし、計画期間は向こう３か年を見据えたものとしています。 

  

❖実施計画の位置付け 

自治基本 

条例 

（第８条） 

 基本計画 
（重点施策・分野別施策） 

 実施計画 

 基本計画は、自治基本条例

第８条のまちづくりの指針

を実現するため、本市を取

り巻く状況を踏まえ、施策

の方針を体系的に定めるも

のです。 

 実施計画は、基本計画に

示した施策に基づき、具

体化していくための事業

を定めるものです。 

 

 

❖まちづくりの指針 

平塚市自治基本条例第８条に定める「まちづくりの指針」は次の５つです。 

 

平塚市自治基本条例 

＜まちづくりの指針＞ 

第８条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。 

（１）世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、人々が平和に共存するまちにします。 

（２）豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。 

（３）互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまちにします。 

（４）自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。 

（５）産業を培い、活力とにぎわいのあるまちにします。 

 

 

 

 

 

 

２ 

総合計画 
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個別施策 柱 

柱 個別施策 

重
点
施
策 

自治基本

条例 

（第８条） 

重点的に取り組む
施策を抽出 

基本施策 

基本施策 

基本施策 

柱 

柱 

 

分
野
別
施
策 

 

❖位置付けイメージ 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖計画期間 

年度（平成） 

計画名等 
28 29 30 31 32 33 34 35 

基本計画 
             

平成２８年度版実施計画 
        

平成２９年度版実施計画 
        

平成３０年度版実施計画 
        

平成３１年度版実施計画 
        

平成３２年度版実施計画 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
予算、行政評価の結果を 

踏まえて毎年度見直し 

基本計画 

事業 

事業 

実施計画 

事業 

事業 

事業 

…
… 

平塚市総合計画 

事業 
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（２）実施計画の進行管理について 

 

実施計画事業の着実な展開を図るとともに、 

市民に対する説明責任を果たすため、行政評価 

を実施し、指標による評価や課題分析などを行 

い、効率的・効果的な進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 

事業の目的の 

明確化 

何をどのような状態に
するのかを明確にし、計
画する。 

Do 

事業の実施 

計画に基づき事業を実
施する。 

Action 

事業の改善 

評価に基づき改善を図

る。 

Check 

事業の評価 

計画に基づき、成果指標
や活動指標による評価
を行う。 
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（３）実施計画事業の見方について 
  
 

※総合計画の基本計画は「重点施策」と「分野別施策」の大きく２つに分けられ、それぞれに位置付く事業（取組）

が異なります。これに伴い、実施計画書もそれぞれ異なる体裁となっています。 

 

❖重点施策事業 

重点施策の計画内容について、施策体系順に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策中の個別施

策を表しています。 

個別施策の基本的な

方向性及び重要業績

評価指標（KPI）を表

しています（総合計

画の基本計画から転

載）。 

施策を推進するため

の具体的な取組を表

しています。 

上記の取組を含む関

連事業の計画事業費

を表しています。 
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❖分野別施策事業 

 分野別施策の計画内容について、施策体系順に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画事業費における表記説明 

「０」…事業費を要しない事業 

「―」…実施する内容がない場合又は抽出が困難な場合等 

「未定」…平成３１年度版実施計画策定段階で、算定が困難な事業 

事業に関連する

施策及び部局を

表しています。 

基本施策におい

て設定された成

果指標を表して

います。 

基本施策の取組

方針を表してい

ます（総合計画

の基本計画から

転載）。 

【計画事業費】 

各年度に実施す

る事業内容に要

する事業費を表

しています。 

（※） 

【事業内容】 

各年度に実施す

る事業内容を表

しています。複

数年にわたり事

業内容が継続す

る場合は罫線で

区切らず表して

います。実施す

る事業がない場

合は「―」で表

しています。 


